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小規模多機能型居宅介護の概要 

利用者の自宅 
在宅生活の支援 様態や希望により、 「訪問」 小規模多機能型居宅介護事業所 

        「訪問」 人員配置は固定にせず、柔軟な業務遂行を可能に。 
様態や希望により、 
「泊まり」 

○１事業所の登録定員は29名
以下 

○「通い」の利用定員は登録
定員の2分の1～15名の範囲
内（一定の要件を満たす場合
は最大18名） 
○「泊まり」の利用定員は通い
の利用定員の3分の1～9名
の範囲内 

「通い」を中心 とした
利用 

○居間及び食堂は機能を
十分に発揮しうる適当な広
さ 

 

○泊まりは４．５畳程度で プ
ライバシーが確保できるし
つらえ 

○介護・看護職員 

 日中：通いの利用者 

      ３人に１人 

     ＋訪問対応１人 

 夜間：泊まりと訪問対応で 

     ２人（１人は宿直可） 
 

○介護支援専門員１人 

○要介護度別の月単位の定額報酬 
《利用者》 《設 備》 《人員配置》 

どのサービスを利用しても、なじみの職員によるサー
ビスが受けられる。 

運営推進会議 

 利用者、利用者の家族、地域住民、
市町村の職員、地域包括支援センター
の職員等による会議において、おおむ
ね２月に１回以上、活動状況等につい
て協議・報告・評価を行う。 

○ 外部の視点の評価による地      域に開かれたサービス 
○ サービスの質の確保 
「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて
サービスを提供することで、中重度となっても在宅での生活が継続できるよう支援するため、小規模多
機能型居宅介護が創設された（平成１８年４月創設）。 
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利用者の要介護度・要支援度に応じた 

基本サービス費 

利用者の状態に応じたサービス提供や 

事業所の体制に対する加算・減算 

 

要介護 

１ 

 
10,320 

単位 

 

 

要介護 

2 

 

 
15,167 

単位 

 

 

 

 

要介護 

3 

 

 
22,062 

単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護 

4 

 

 
24,350 

単位 

 

 

 

 

 

 

 

要介護 

5 

 

 
26,849 

単位 

登録日から30日以内ｻｰﾋﾞｽ
提供   （30単位／日） 

基準を上回る看護職員配置
※ 
（900単位,700単位,480単位） 

認知症の者へのｻｰﾋﾞｽ提供※
（800単位、500単位） 

中山間地域等でのｻｰﾋﾞｽ提供      

（＋5％） 

定員を超えた利用や人員
配置基準に違反 

（－30％） 

サービスの提供が過少で
ある事業所 

（－30％） 

要支援１ 

3,403 

単位 

要支援 

2 
6,877 

単位 

（注）※印の加算については、指定小規模多機能型居宅介護にのみ適用。（指定介護予防小規模多機能型居宅介護には適用されない。） 

（※）点線枠の加算は、限度額に含まれない。 

 

市町村独自の要件※ 
（300単位、200単位、100単位） 

1,000単位を上限とする 

小規模多機能型居宅介護［報酬のイメージ（1月あたり）］ 

要介護 

１ 

 
9,298 

単位 

要介護 

2 

 

 
13,665 

単位 

要介護 

3 

 

 
19,878 

単位 

要介護 

4 

 

 
21,939 

単位 

要介護 

5 

 

 
24,191 

単位 

要支援１ 

3,066 

単位 

要支援 

2 
6,196 

単位 

（１）同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

（２）同一建物に居住する者に対して行う場合 

訪問サービスの提供体制の
強化※ 

（1,000単位／月） 

包括サービスとしての総合
的なマネジメント 

（1,000単位／月） 

看取り期の連携体制の構築
※    （64単位／日） 

介護福祉士や常勤職員等の割合や
職員研修の実施等の要件を満たす
場合（ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算） 
 

 

 

介護職員処遇改善加算 

 ・加算Ⅰ：7.6％  ・加算Ⅱ：4.2％ 

 ・加算Ⅲ：加算Ⅱ×0.9  

 ・加算Ⅳ：加算Ⅱ×0.8 
 ・介護福祉士5割以上：640単位 

 ・介護福祉士4割以上：500単位 

 ・常勤職員等      ：350 単位 
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地域密着型サービスの状況（事業所数）

令和２年９月１日現在

■福祉保健所圏域別集計

小規模多機能型居宅介護

2

1

2

24

2

1

1
2

18

1

（ ）内は定員数

　 小規模多機能型
居宅介護

 安芸 3 (83)

 中央東 4 (108)

 高知市 18 (465)

 中央西 6 (144)

 須崎 2 (54)

 幡多 3 (79)

 合計 36 (933)



令和２年度あったかふれあいセンター実施機能一覧 ○

預
か
る

働
く

送
る

交
わ
る

学
ぶ

相
談

訪
問

つ
な
ぎ

未実施 6

1 高知市 － － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
2 鏡村 ○ － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
3 土佐山村 ○ － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
4 春野町 － － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － － 未実施

2 室戸市 5 室戸市 ○ 室戸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 2
3 安芸市 6 安芸市 ○ 安芸市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 2
4 南国市 7 南国市 ○ 南国市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － 2

8 赤岡町 － － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － － 未実施
9 香我美町 ○ － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
10 野市町 ▲ － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
11 夜須町 － － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － － 未実施
12 吉川村 － － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － － 未実施

－ とさ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － 1
－ 高岡 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － 3
－ さくら貝（宇佐） ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － 1
－ まちなかサロン ○ － － ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 2
○ 浦ノ内あったかサロンさんぽ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － － － 1
－ すくも ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 1
○ おきのしま ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － 1

9 土佐清水市 16 土佐清水市 ○ きずなの家 ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － － 2
－ アルメリア ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － 4
－ 愛ハピネス ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － 3

18 西土佐村 ○ NPOいちいの郷 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ － 3
19 土佐山田町 ○ 香美市ボランティ家　てとて（土佐山田圏域） ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 1
20 香北町 ○ 香美市（香北・物部圏域） ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － 1
21 物部村 ▲ 　〃 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － － 未実施

12 東洋町 22 東洋町 ○ 東洋町 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － － 2
13 奈半利町 23 奈半利町 ○ 奈半利町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ － ○ 3
14 田野町 24 田野町 ○ にこにこサロン ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － 3
15 安田町 25 安田町 ○ 安田町 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － 2
16 北川村 26 北川村 － 北川村 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － － 1
17 馬路村 27 馬路村 ○ 馬路村 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － 3
18 芸西村 28 芸西村 ○ 芸西村 ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 2
19 本山町 29 本山町 ○ 本山町いきいきふれあいセンター ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － 3
20 大豊町 30 大豊町 ○ 大豊町 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 2
21 土佐町 31 土佐町 ○ 土佐町 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● － － ● － － 2
22 大川村 32 大川村 ○ 大川村 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 0 拡充機能なし

33 伊野町 － いの町 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 1
34 吾北村 ○ 吾北こころ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － 1
35 本川村 ○ － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
36 池川町 － － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － － 未実施
37 吾川村 ○ 仁淀川町 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 0 拡充機能なし

38 仁淀村 ○ － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
－ まんまる ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 0 拡充機能なし

－ 寄り家 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 1
40 大野見村 ○ ほのぼの大野見 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 1

○ ひまわり ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 0 拡充機能なし

○ とかの ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 1
○ くろいわ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 0 拡充機能なし

○ 加茂の里 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 0 拡充機能なし

○ さかわ夢まち ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － ○ － 1
27 越知町 42 越知町 ○ 越知町ふれあい おちあい ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ － 2
28 梼原町 43 梼原町 ○ － 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
29 日高村 43 日高村 ○ 日高村 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － 0 拡充機能なし

44 葉山村 ○ 津野 ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ － － 1
45 東津野村 ○ 　〃 未実施 － － － － － － － － － － － － － － － －
46 大正町 ○ やまびこ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － － 2
47 窪川町 ○ くぼかわ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － ● － － 1
48 十和村 － 十和 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ － ○ － ● 4

32 大月町 49 大月町 ○ ほっとセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － 3
33 三原村 50 三原村 ○ 三原村 ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ● － － 3

○ 黒潮町こぶし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － 3
○ 黒潮町さが ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － 3
○ 黒潮町北郷 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － 4
○ 黒潮町にしきの広場 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － 4
○ 黒潮町みうら ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － － 3

34 52 51 31 15 46 51 50 51 51 51 51 15 15 2 31 22 1 7 拡充機能なし
0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 16 拡充　1つ

51 32 18 47 51 50 51 51 51 51 17 15 2 34 22 2 28 拡充　2つ以上

必須機能 ＜拡充機能＞
1インフォーマルサービスの提供

＜付加機能＞

R元年度までに実施（A）○
R2年度から実施（B）●

実施機能（A+C）

№ 市町村 旧市町村名

集落
活動

センター
の有無

あったかふれあいセンター名称

2地域の見守り
ネットワークの構築

3
生
活
支
援

移
動
手
段
の
確
保

配
食

泊
ま
り

介
護
予
防

認
知
症
カ
フ
ェ

子
ど
も
食
堂

拡
充
機
能
小
計

集
い

1 高知市

5 香南市

6 土佐市 13 土佐市

7 須崎市 14 須崎市

8 宿毛市 15 宿毛市

10 四万十市
17 中村市

11 香美市

23 いの町

24 仁淀川町

25 中土佐町
39 中土佐町

26 佐川町 41 佐川町

30 津野町

31 四万十町

34 黒潮町

51 佐賀町

52 大方町



処方箋発行医療機関別
後発医薬品使用割合

令和２年５月分
国民健康保険・後期高齢者医療広域連合

レセプト分析結果より

別添資料１
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服薬サポーターによる電話勧奨状況（医薬品適正使用推進事業）

令和２年４月～７月（４ヶ月間）実績

相談済 相談未
現在服用してい
ない等

国保
16,899
(75,071)

92
(507)

67
(366)

1
(10)

30
(218)

36
(138)

25(27%）
(141(28%))

3（3%）
(55(11%))

毎月

後期
9,982
(42,175)

394
(934)

318
(774)

43
(146)

272
(620)

3
(8)

76(19%)
(160(17%))

195（49%）
(366(39%))

６月、９月、12月、３月

協会
けんぽ

－
(47,371)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

８月、２月予定

計
26,881
(164,617)

486
(1,441)

385
(1,140)

44
(156)

302
(838)

39
(146)

101(21%)
(301(21%))

198（41%）
(421(29%))

国保
2,671
(10,807)

55
(312)

38
(216)

3
(20)

35
(188)

0
(8)

17(31%)
(96(31%))

1（2%）
(99(32%))

毎月

後期
2,000
(12,000)

279
(473)

225
(425)

30
(53)

174
(177)

21
(195)

54(19%)
(48(10%))

137（49%）
(125(26%))

４月、５月、７月、８月、
10月、11月、１月、２月

協会
けんぽ

－
(427)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

－
(0)

通知の実施について
検討中

計
4,671
(23,234)

334
(785)

263
(641)

33
(73)

209
(365)

21
(203)

71(21%)
(144(18%))

138（41%）
(224(29%))

※１：服薬サポーターが架電した内、電話が繋がった人数

※２：服薬サポーターが電話勧奨した際、「薬局へ相談にいく」等行動変容が期待できた人数（(　）内は電話勧奨した人に対するその割合）

（勧奨人数内訳）

通知を確認済み通知別 保険者別 通知者数
勧奨人数
（※１）

電話勧奨効果が期待
できる方（勧奨した人
に対する割合）※２

通知時期通知未開封
（割合％）

ジェネリック

重複・多剤

別添資料



※３：各欄下段（　）内の数字は令和元年度（１年間）実績



令和２年度第１回高知県ひきこもりの人等に対する支援のあり方に関する検討委員会の

主な発言

令和２年９月15日（火）午後６時～午後８時 高知県庁本庁舎１階 正庁ホール

○多機関が連携した相談支援体制の充実

① ひきこもりの相談支援に関する情報発信

・当事者や家族、支援者が希望をもってひきこもりの問題に取り組めるよう支援

の成功例の共有が望まれる。

・ひきこもりを社会問題として取り上げ、当事者や家族の問題意識につながる

広報が必要。

② 市町村での多機関による支援のネットワーク化/市町村における包括的な支援体制

づくりへの支援

・ひきこもりになる可能性のある子ども達を早期発見し、支援につなげていくこと

が必要。

・「8050問題」の状況になるもっと早い段階から支援できるとよい。

・トータルコーディネートする窓口を置くべき。

・医療機関の受診により、つながりを持てた段階で次につながるしくみを検討すべ

き。⇒今後検討

○支援技術の向上など、人材の育成

① 民生委員等支援関係者へのひきこもりの背景等の理解促進

・訪問支援従事者は、スキルの向上を図り、継続的に関わってほしい。

② ケースから学ぶ場づくり/市町村への技術的支援の強化

・地域ブロック別に支援者の連絡会等があるとよい。

○個々の状況に応じた、多様な社会参加に向けた支援の充実

① 地域にある既存資源の活用

・働くだけでなく、その人自身が自分らしい生き方をし、皆に認めてもらえる社会

をつくることが大切。

・ひきこもりの方やその家族を、地域や周囲も一緒になって支えていけるような地

域社会を構築できるとよい。

② 就労に向けた動機付けとなる新たなインセンティブの検討/柔軟な働き方ができる

受入事業所の開拓/事業者等へのひきこもりに関する理解の促進

・既存の就労システムが合わない人も多い。

・その人にあわせた就労スタイルを新たにつくりだすことが必要。

・ハローワークでも、市町村窓口と連携し、個々にあった多様な働き方への支援を

行っている。



現　状（実態把握調査及び市町村ヒアリングの結果等） 課　題 今後の方向性（協議事項）

　今後の方向性（協議事項）

　①　・特に都市部ではひきこもりが表面化しづらい傾向　
　　　→支援に関する情報を行き届かせる必要がある

　②　・支援につながらず「7040問題」・「8050問題」を
　　　　抱える世帯が潜在　
　　※高齢の親の介護とひきこもりの子の困窮などの複合的な課題

　　　・ひきこもりの情報を相談窓口にもれなくつなぎ、関わ
　　　　り続ける必要がある
　　　→関係機関の情報共有とアウトリーチを含めた長期的な
　　　　　支援が必要

　①　・適切なサポートを行うための相談支援関係者の
　　　　 専門的知識が十分ではない。

　②　・市町村間で情報共有を図るなど、対応力強化の
　　　　しくみが必要
　
　　　 ・県によるケース検討会への参加は一部にとどまる
　　　  →各市町村への支援のしくみが必要　

　①　・居場所があるのは、限られた地域
　　　　→地域の社会資源をひきこもりの人への支援に活用
　　　　　　するための工夫が必要
　②　・認定事業所の増につながっていない
　　　　（利用者）
　　　　　　自立支援プラン作成が要件、就労へのハードル感
　　　　　（事業所）
　　　　　　訓練の利用ニーズがない、認定には法人格が必要

　　　 ・就労支援コーディネーターが県内全域を網羅でき
　　　 　ていない　　　　　
　　　　→ひきこもりの人の就労につながる環境づくりが必要　　　
　　　　　 ・本人の就労意欲につながる仕組み
　　　　   ・柔軟な働き方ができる事業所のさらなる開拓
　　　　　 ・ひきこもりの人に対する事業者の理解　など

相
談
支
援
体
制
の
充
実

人
材
の
育
成

多
様
な
社
会
参
加
に
向
け
た
支
援

①　・民生委員等支援関係者へのひきこもりの
　　　背景等の理解促進
　　　（研修の充実）

②　・ケースから学ぶ場づくり
　　　（市町村間での情報共有の機会提供）

　　 ・市町村への技術的支援の強化
　 （外部人材の活用も含めたスーパーバイズ体制等）

　①　・居場所の状況　　
　　　　県が支援している当事者の居場所：4箇所
　　　　 青年期の集い（ひきこもり地域支援センター主催）：毎週水曜日

　　　・地域の社会資源
　　　　相談：社会福祉協議会、民間支援団体等
　　　　 居場所：デイケア、あったかふれあいセンター、社協のひろば等

　②　・ひきこもりに関する支援策で必要なもの：自立に向けた生活
　　　　訓練や社会復帰訓練ができる場所の充実　43.5%
　　　・生活困窮者自立支援制度の認定就労訓練事業所　
　　　　高知市内：5カ所（R2：受入5件）
　　　 　高知市外：6カ所（R2：受入0件）   計：11カ所（R2.9月時点）
　　　　 ※R2年度から受入事業所へ助成制度導入（4,500円/人・日）

　　　・就労支援コーディネーター配置　高知市内1カ所
　　　　実利用者4人（R2.4～7月）

　　　・農福連携の推進
　　　　　R2年3月時点従事者数（障害者等）：４００人

  ①　・ひきこもりに関する支援策で必要なもの：支援する側の知
　　　　識・スキル向上のための研修　37.4%
　　　・ひきこもりの背景の多くに医療的ケアが必要な状況がある
　　    （精神疾患や発達障害など）

　②　・市町村単体では支援に関する情報量が少なく、対応に苦慮
　　　　　担当者は、「ひきこもり支援に関する専門的な知識や技術に不安がある」

　 　　・ひきこもり地域支援センターや福祉保健所によるケース検討
　　　　会への参加 (H31：10市町村（21回）)

①　・地域にある既存資源の活用
　　（あったかふれあいセンターや集落活動センター等）

②　・就労に向けた動機付けとなる新たなインセ
　　　ンティブの検討

　 　・柔軟な働き方ができる受入事業所の開拓

   　・事業者等へのひきこもりに関する理解の
      促進

①　・ひきこもりの相談支援に関する情報発信
　　  （窓口の広報等）

②　・市町村での多機関による支援のネットワー
　　　ク化
　　　（ケースの把握からアセスメント、アウトリーチを含む
　　　　　支援）

　　 ・市町村における包括的な支援体制づくりへ
　　　の支援　（県地域福祉支援計画の推進）

① ・把握した人数：692人
　　　　出現率：0.19%（市部：0.14%、町村部：0.46%）

② ・就職氷河期世代（34～49歳）およびその周辺年齢に多い
　  ・同居家族あり：82.9%　
　　　　うち8割以上が親と同居
　　・何らかの支援を受けている：23.3%
    ・ひきこもっている期間は相対的に長期化
      　「10年以上20年未満」が多い

　　・市町村に本人や家族から相談はほとんど来ない
　　　　ケース把握は学校や地域包括、生活困窮窓口、近隣等からの情報

　　・本人との信頼関係の構築が困難、家族による介入拒否もある

多機関が連携した相談支援体制の充実

支援技術の向上など、人材の育成

個々の状況に応じた、多様な社会参加に
向けた支援の充実



■事業アドバイザーの参画による効果的な事業の推進

○ナッジ理論の活用について実践者を事業アドバイザーと
　して招聘。市町村や企業等の担当者の勉強会も開催
○マスメディアを活用したプロモーションの効果を高める
　ため、県内関係機関・団体と連動した取組を展開

■県内全体を巻き込んだ総合啓発としての展開
　ー社会全体の健康づくりへの発展ー

生活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチの効果を高めるための方策

■Ｒ２年１１月からのプロモーション（調整中）

40～50代男性をターゲットに、とことんハードルを下げ
た「動作指示」をキャッチコピーにする。

ナ
ッ

ジ
を
活
用
し

た
啓
発
活
動

関心の芽
生え

自己との
関連・気
づき

実行 行動定着

市町村の広報
チラシ配布
のぼり旗掲示等

職場の声かけ 職場の健康づくり事業等

無関心 自然な
選択

企業等の仕掛け　（中食・外食等）
駐車場を遠方に設置等

行動定着

減塩
野菜摂取
運動
禁煙
節酒

地
域

職
域

職
域

企
業

マネジメント

事業アドバイザー

県

生
活
習
慣
病
発
症
リ
ス

ク

の
改
善

県
民

県
民

市町村による健康教育
健康づくり団体等の声かけ

地
域

11月～

・国立がん研究センター　特任研究部長
・厚生労働省健康局健康課　課長補佐

ナッジ理論勉強会
対象：市町村　企業等

地
域

新聞広告 テレビCM
SNS
LINE広告
YouTube広告

特設サイト
ホームページ

チラシ
ポスター
のぼり旗

その他
サイネージ
広告　など

高知家健康チャレンジの普及啓発

準備期間

ナッジ理論を活用し様々な媒体を用いた総合的な普及啓発

市町村による広報及び
健康教育の実施

県と連動した独自の取組展開

健康経営
駐車場を遠方に設置、社食に減塩メニューを追加　など

生
活
習
慣
病
発
症
リ
ス
ク
の
改
善

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

健康を意識した商品開発
旨味を使った減塩食　など

ナッジ理論による環境改善
階段利用、公共交通機関利用　など民間企業との連携

市町村が実施する取組との連携

事
業
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
参
画
に
よ
る
効
果
的
な
事
業
の
推
進

高知県

市町村

企業

社会

健康経営への導入支援

健康づくり
関係団体

まずは



６か月の生活指導終了後、３か月目に実施

抽出 介入 評価（個別介入結果）

３～４年後に透析になる患者を抽出し、重点
的な個別支援の実施

ターゲットの絞り込み
（腎機能の低下速度等からR５年前後に透析が
　予測される患者を抽出：ΔeGFRで腎症悪化
　を可視化）

医療機関と保険者が情報を出し合い、対象者
  を選定

地域内の医療機関の協力

プログラムの運用マニュアルを策定し、保健指
　導の質を確保

情報共有ツールを作成し、協働体制を確保
症例カンファレンスによる介入方法共有
医療機関と保険者の連携による生活指導

　→保険者（保健師等）の在宅訪問指導

結果を評価する体制の確保

地域ごとの実務者検討会で個別介入結果評価
糖尿病性腎症透析予防強化事業推進会議で進捗管理

  ・事業評価
糖尿病発症・重症化予防施策評価会議の提言
糖尿病医療体制検討会議、慢性腎臓病（CKD）対策

   連絡協議会との連携

①腎保護療法：概ね月1回の外来受診

②生活指導：減塩、脱水予防の徹底 ストラクチャー評価

・指導を行う看護師、管理栄養士、保健師等の確保
・医療機関と保険者の症例カンファレンス実施体制

プロセス評価

・対象者ごとの生活指導方法の検討
・対象者の定期的受診
・対象者への定期的な生活指導

アウトプット評価

・対象者の病態の理解
・対象者の治療の捉え方
・対象者の生活の改善点の理解
・対象者の行動変容

アウトカム評価

・検査値の改善
・透析導入予測時期の遅延（ΔeGFR）

医療機関

糖尿病性腎症透析予防強化事業プログラム

層別抽出の
連携・協働

eGFR30ml/min/1.73m²以60ml/min/1.73m²未満かつ、顕性
蛋白尿（＋以上）が認められる者

①ΔeGFRの低下が著しい者
②eGFR45ml/min/1.73m²未満の者
③糖尿病未治療者または治療中断している者

年齢は限定しない（主治医の判断による）

診療情報

保険者

ＫＤＢ

KDB

医療機関と保険者が協力した支援
（腎保護療法・生活指導）の強化

生活指導の強化終了後、
３か月目評価

次クールの介入内容の検討

診療報酬内の指導等は継続

【初　回】生活指導

【２回目】生活指導

【３回目】生活指導

３か月後

３か月後

１
ク
ー
ル
（
６
か
月
）

※３か月に１回以上の指導を行うこと。

医療機関 保険者

指導の理解

実践の確認
連携

連携協働



糖尿病性腎症透析予防強化事業推進会議

10月 11月 12月 1月 2月 3月 R3.4月 5月 6月 7月 8月 9月

糖尿病性腎症透析予防強化事業介入スケジュール

第１G　
(10月～)

51人予定

第2G　

（R3.2月頃～）
10人以上

モデル地域・医療機関
モデル
病院

候補者 予定者
（１G）

10月 11月 12月 1月 2月 3月 R3.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

土佐市
　市町村：土佐市

　　実務者検討会主催

　　　＜中央西福祉保健所＞

A病院 29人 10人

B病院  １人 １人

幡多
　市町村：宿毛市
　　　　　 土佐清水市

　　実務者検討会主催

　　　＜幡多福祉保健所＞

C病院 19人 10人

D病院  7人  7人

E病院  3人　  3人

F病院
　市町村：高知市

　　実務者検討会主催

　　　＜健康長寿政策課＞

F病院 60人 20人

計 119人 51人

　　

　

第6回

介入開始
抽出

実施　　第１G
介入状況確認

第5回

　　第2G
介入者検討

プログラム
Ver.1

実施

プログラム
一部見直し

実施

介入状況
確認

実施

個別結果
まとめ 

実施に基づくプログラム見直し

腎保護療法

生活指導強化（減塩・脱水予防）

第1グループ

治療継続
フォロー

個別
データ
収集

介入強化
終了

治療継続
フォロー

介入開始

6か月目評価
修了後
３か月目評価

介入候補者抽出 介入開始
介入強化（6か月）

腎保護療法
生活指導（減塩・脱水予防）

第2グループ

分析

第2クール
実施（生活
指導強化）

継続必要
あり

6か月目評価

介入終了

半年ごとに介入者の個別
データを確認し、介入方法
を検討する

実施

全体
評価

継続必要
なし



子育て世代包括支援センター
（総合相談窓口）

妊娠期

出産期

幼児期

母子健康手帳交付時の面談・妊婦アンケート等

新生児・未熟児訪問

妊娠届出

産褥期（2M）
・乳児期

３～４か月

３歳～

1歳６か月

対応時期

２か月

母子保健事業（サービス）

出生届出

1か月

３歳児健診（集団）

１歳６か月児健診（集団）

妊婦訪問

乳児家庭全戸訪問事業

産婦（産後）訪問

育児(母乳)相談

両（母）親学級(12市町村)

6～8か月児健診（※集団健診）

予防接種

気になる家庭
把握ポイント

気になる家庭
把握ポイント

気になる家庭
把握ポイント

母子保健コーディネー
ター配置（保健師）

【高知版ネウボラ】　妊娠・出産・育児（乳幼児期）までの継続的支援の状況　健康対策課　参考資料　R2.9.17　　　　　　　　　　　　

母子健康手
帳交付時の
面談等

子育て世代包
括支援C：19市
町村20か所設
置

高知市

(R元.9)

51%

・保健師等の面談交付：2か所
　子育て世代包括支援C(母子
　保健課、西部健康福祉C)
・窓口センターの交付：9か所
　事務職が対応
※R2年度包括C3か所目予定
※R2年度末100%保健師面談

高知市
以外

100

・子育て世代包括支援Cや母
子保健課窓口： 専門職の面
談と妊婦アンケートを実施
・当日、面談できなかった妊
　婦 は、訪問・来所で対応

4か月児健診

高知市 －

・乳児期：集団健診は実施なし
※H30年度～3,4ヶ月児調査票
を送付し状況確認（約60%返送
率）

高知市
以外

94.0
(2054)

・全ての市町村で実施
・未受診児の状況：訪問、電話
  等により全て把握

１歳６か月児
健診

高知市 95.3
(2251)

・未受診児に家庭訪問すること
  が対象者に定着（県補助金活 
  用）
・未受診児：110人

高知市
以外

97.9
(2108)

・保育所等からの勧奨が定着
・未受診児の家庭には訪問等
  で 受診勧奨。
・未受診児：46人

３歳児健診

高知市 93.7
(2331)

・未受診児：158人（県補助金活
　用）
※対H25年度：74％減　　　　　

高知市
以外

95.8
(2078)

・未受診児：91人
※対H25年度：59％減

新生児訪問
（専門職による）
※生後28日まで

＋
未熟児訪問
【母子保健法】

高知
市

13.3
(131＋189

=320)

・地区担当保健師がハイリスク
  の家庭（医療機関からの情報
  提供のあった家庭含む）、未
  熟児に訪問

高知
市
以外

68.5
(1419＋56
＝1475)

・生後28日までに訪問できてい
  ない家庭は、里帰り出産が主

２週間

産婦健診事業（医療機関委託:2回）
（➊産後2週間、➋産後1か月）　※公費負担

※R2年10月～実施

実施状況（カバー率）

地区担当保健師

乳児家庭
全戸訪問事業
※生後4ヶ月迄

【児童福祉法】

高知市
97.3
(2576)

H29年実績

・子育て支援訪問員(※)が生後
  2ヶ月前後で訪問
※非常勤職員の専門職（保健
     師、助産師、看護師）

高知市
以外

90.7
(2011)

・交付金を活用していない町村
  は乳児訪問（母子保健法）で実
  施

妊婦健診（医療機関委託：１４回）※公費負担

乳児健診（医療機関委託：２回）※公費負担

10～12か月児健診（※集団健診）

4か月児健診（※集団健診）

★３つの質問票

★質問票
①ｴｼﾞﾝﾊﾞﾗ産後うつ病質問票

高知市では、乳児家庭全戸訪問事業でほぼカバー

★３つの質問票

◆
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
型
）14
市
町
村
実
施
※
Ｒ
２
年
度
実
績

◆
産
後
ケ
ア
事
業
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
型
・
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
型
・
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
型
）
※
Ｒ
２
年
度
～
全
市
町
村

①エジンバラ産後うつ病質問票：14市町村
②育児支援チェックリスト:9市町村　
③赤ちゃんへの気持ち質問票：8市町村

★妊産婦スクリーニング(３つの質問票)

高知市以外では、新生児訪問・未熟児訪問・乳児訪問（母子保健法）
もしくは乳児家庭全戸訪問事業のいずれかで全数訪問

・4（3～5）か月児：29市町村等
・6～8か月児：18市町村等　　
・10～12か月児：24市町村等

乳児健診（集団）実施状況 （出典）健康対策課調べおよび地域保健・健康増進事業報告（H30年度）
　　　　 H30年人口動態調査
             高知市乳児家庭全戸訪問事業：H30年度業務概要(高知市保健所)
　　　　⑤⑥Ｒ１年度速報値

　参考：H30年出生数　高知県4559人（高知市2405人、高知市以外2154人）

〈全市町村で実施〉

〈全市町村で実施〉

〈全市町村で実施〉

〈全市町村で実施〉

①

①

②

②

③

③

④

④

⑤

⑤

⑥
⑥

主要事業 市町村
実施率
（人）

備　　考

養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
に
関
す
る
情
報
提
供
書
（
医
療
機
関
↔
市
町
村
）

妊娠後期
（産休)

★今後、産婦健診事業での全数アセスメント（メンタルチェック含む）

気になる家庭
把握ポイント Ｒ１速報値

Ｒ１速報値



　
　●コーディネーターが関係機関との総合窓口対応

　　センター（母子保健担当）⇔ 産科・小児科・精神科等医療機関
　　　医師・助産師等と母子保健コーディネータ・保健師との事例検討会、
　　　連絡会議等を実施　　　※全市町村
　　　※H30年度から市町村と分娩医療施設の窓口の一本化（一覧表作成）

　　センター（母子保健担当）⇔ 児童福祉（虐待）　　　　
　　　保健師・母子保健コーディネーターと児童福祉担当者・虐待防止コー
　　　ディネーター等でのケース会議や要対協の会議等を実施　※全市町村

　　センター（母子保健担当）⇔ 地域子育て支援拠点、保育所等
　　　情報共有　　　※全市町村
　　　　　　　　　　

 ◆19市町村20か所(令和元年度)
 　場所：保健センター：12か所
　　　 　市役所・町役場等：８か所　
 ◆令和2年度30市町村32か所設置予定
　 令和4年度全市町村設置予定
 ★【高知県の特徴】
　・センターは、母子保健と一体的に実施
　・母子保健コーディネーターは、原則保健師を配置

　●コーディネーターまたは地区担当保健師が面談時の状況、妊婦
アンケート等で得た情報を基に支援プランを作成

　●モニタリングで評価と見直しによる継続的な支援
（妊娠中と出産後の訪問や集団での母子保健事業等）

　　　※支援プラン作成：全センター　

子育て世代包括支援センターの
主要な４つの機能・役割

　　　　　　　
              
             

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ  組織
・母子保健推進員
・主任児童委員
・民間団体

・地域子育て　　
支援拠点（地域子
育て支援センター

・保育所等

産科等
医療機関

児童相談所

母子保健ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置

地区担当保健師

妊娠届出
妊婦面談

産後ケア等
妊娠・出産事業

　子育て世代包括支援センター
　　（市町村母子保健担当課）

高知家の子育て世代包括支援センター機能と概要について
～「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」を妊娠期から切れ目なく提供するためのマネジメントを行う総合的な相談支援拠点～

R２.９.17　
高知県
健康対策課

　　　　　　全ての妊産婦や乳幼児とその家族が、身近な地域で子育てしやすい環境の仕組みづくり

　②妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ
必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと

　　③必要に応じて、支援プランを策定すること

　①全ての妊産婦・乳幼児とその保護者等

　　の実情を継続的に把握すること

 妊婦の時からの個別支援計画

ポピュレーションアプローチ(全員/予防的視点)

　④保健・医療・福祉・教育等の関係機関との連絡調整を
行うこと

子ども家庭総合支援拠点
（児童福祉・虐待担当課)

・要保護児童対策地域協議会含む

　　　　

       　　　「母子保健ｻｰﾋﾞｽ」と「子育て支援ｻｰﾋﾞｽ」を一体的に提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
         　　できるよう、きめ細かな相談支援と連絡調整を行う役割

　●コーディネーターまたは地区担当保健師等による全数面談

　●地区担当保健師による受け持ち妊産婦等への継続支援

　　→様々な母子保健事業（妊婦健診・乳幼児健診・家庭訪問等)

や医療機関との情報交換による情報収集と一元的管理　

　●コーディネーターがワンストップ窓口対応
　　　　　　※全センターで実施
　　→必要な支援につなげる
　　（母子保健・子育て支援サービス、助産制度・福祉手当等)
　●母子健康手帳交付(面談)時に市町村サービスを紹介
　●個人情報が守られる面談と相談対応のための環境整備
　　　※センター専用相談室の設置：交付金改修経費の活用

　　　　

虐待予防

地域連携

目指す姿

◆R2年度末までに全国展開:センター設置状況
　983市区町村(56%）1717か所(H31.4現在）
　（1431市区町村(82.2%)R2年度末設置予定(R1.7調査)）
◆子育て世代包括支援センターの法定化：H29.4
　母子保健法第22条【市町村努力義務】
　名称：母子健康包括支援センター
　

※母子保健法第5条の改正:H28.6
　虐待予防の強化の取り組みを明確に位置付け
　「乳児及び幼児に対する虐待の予防及び
　　早期発見に資する」

個別の支援ニーズへの適切な対応(相談/つなぎ)

関係する専門職のネットワーク(窓口明確化/顔の見える関係)

◆センターの設置（面談相談室等拠点整備）
　（市町村子ども・子育て支援事業計画に位置づけ）
◆人材確保と運営支援
　市町村（保健師）の体制強化
→　❶(国)交付金や県補助金の活用
　　❷センター連絡調整会議(交流会）
　　❸運営状況現地確認によるアドバイス
◆人材育成
　市町村保健師や母子保健コーディネーターの対応
　力強化
→　総合相談窓口機能強化スキルアップ研修
　　母子保健コーディネーター研修会　等

　

 県の役割と支援　　　

母子保健Co

１

１ ２

２

３

３

母子保健Co

1～3
ネットワーク

ポピュレーション
アプローチ

ハイリスク
アプローチ

社会福祉士等

虐待防止Co
家庭支援相談員

県内のセンター状況　　

 国の動向　

黄：設置済み
青：R2年度設置
白：R3年度以降設置予定


